
１．開催日時 令和７年１２月２５日（木）　午後２時３０分～

２．開催場所 坂井市役所　多目的棟1階交流ホール

３．出席委員　 ２２名（番号は議席番号）

1番　岡村　素子 2番　清兼　義靖 3番　坪田　信次

4番　塚谷　英則 5番　木村　公明 6番　吉田　清憲

7番　水野　陽一 8番　（欠席） 9番　大嶋　裕一

10番　本田　雄揮 11番　髙嶋　俊輔 12番　髙橋　正晃

13番　長谷川　喜道 14番　田中　愼一郎 15番　宮田　啓一

16番　中垣内　勇夫 17番　岡　直毅 18番　寺嶋　太寿男

19番　（欠席） 20番　（欠席） 21番　竹内　ゆかり

22番　宮嵜　美惠子 23番　大川　勝利 24番　田中　正信

25番　三寺　總左ヱ門

４．欠席委員 ３名（番号は議席番号）

8番　牧野　典代 19番　月岡　透 20番　西　美佐

５．出席者

（農業委員会事務局）

局長　中田　誠 次長　森田　康博

書記　村本　竜也 書記　茶谷　倫代

（農業振興課）

主任　水上　慶彦 

６．提出議案

議案第５１号 農地法第３条の規定による許可申請の意見審議について

議案第５２号 農地法第５条の規定による許可申請の意見審議について

議案第５３号 現況証明願について

議案第５４号 非農地証明願について

議案第５５号 坂井市農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更

に係る意見審議について

７．議事録署名人

11番　髙嶋　俊輔 13番　長谷川　喜道

令和７年１２月　坂井市農業委員会　　定例総会議事録
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令和７年１２月坂井市農業委員会総会を開会させていただきます。 

本日、8 番牧野委員、19 番月岡委員、20 番西委員の３名から欠席の届出

が出ております。したがいまして、ただいまの出席委員数は２２名でござ

います。よって、本会議は委員の過半数にご出席をいただいておりますの

で、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、会議が成立

しておりますことをご報告申し上げます。また、総会の議事録作成の都合

上、委員の皆様がご発言される場合には議席番号と氏名をおっしゃってか

らご発言をお願いいたします。それでは、三寺会長よりご挨拶をいただき

ます。 

 

＜会長挨拶＞ 

 

それでは、会議の議長でございますが、坂井市農業委員会会議規則第５条

の規定によりまして、会長が議長を務めることとなっておりますので、三

寺会長にお願いいたします。 

はじめに、議事録署名人の指名を行います。議事録署名人に 11 番髙嶋俊

輔委員、13番長谷川喜道委員を指名いたします。 

それでは、議事に入ります。 

はじめに、議案第５１号「農地法第３条の規定による許可申請の意見審議

について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

＜事務局説明＞  

 

整理番号６７番および６８番はＡ委員、整理番号７７番はＢ委員の関連の

申請ですので、はじめに、整理番号６７番、６８番、および、７７番を除

いて審議いたします。 

それでは、整理番号６５番から６６番、６９番から７６番、および、７８

番から８０番に対するご意見をお伺いいたします。ご意見ございませんで

しょうか。 

ご意見が無いようですので、お諮りいたします。議案第５１号の整理番号

６５番から６６番、６９番から７６番、および、７８番から８０番は許可

することに決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。議案第５１号「農地法第３条の規定による許可申請

の意見審議について」の整理番号６５番から６６番、６９番から７６番、

および、７８番から８０番は、許可することに決定いたしました。 

次に、整理番号６７番および６８番の審議に移ります。 

本議案はＡ委員関連の申請でございますので、Ａ委員は退席をお願いいた
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します。 

 

（Ａ委員退室） 

 

それでは、整理番号６７番および６８番に対するご意見をお伺いいたしま

す。ご意見ございませんでしょうか。 

ご意見が無いようですので、お諮りいたします。議案第５１号の整理番号

６７番および６８番は許可することに決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。議案第５１号「農地法第３条の規定による許可申請

の意見審議について」の整理番号６７番および６８番は、許可することに

決定いたしました。 

ここで、Ａ委員の入室を認めます。 

 

（Ａ委員入室） 

 

次に、整理番号７７番の審議に移ります。 

本議案はＢ委員関連の申請ですので、Ｂ委員は退席をお願いいたします。 

 

（Ｂ委員退室） 

 

それでは、整理番号７７番に対するご意見をお伺いいたします。ご意見ご

ざいませんでしょうか。 

ご意見が無いようですので、お諮りいたします。議案第５１号の整理番号

７７番は許可することに決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。議案第５１号「農地法第３条の規定による許可申請

の意見審議について」の整理番号７７番は、許可することに決定いたしま

した。 

ここで、Ｂ委員の入室を認めます。 

 

（Ｂ委員入室） 

 

次に、議案第５２号「農地法第５条の規定による許可申請の意見審議につ

いて」を議題といたします。 

整理番号４４番はＢ委員関連の申請ですので、はじめに、整理番号４３番
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および４５番について審議します。 

それでは、整理番号４３番および４５番について事務局の説明を求めま

す。 

 

＜事務局説明＞ 

 

次に、現地確認の報告、及び、地元委員の意見に移ります。 

はじめに、現地確認の報告をお願いいたします。 

 

＜委員報告＞ 

 

続きまして、地元委員のご意見をお伺いいたします。 

整理番号４３番を、20番西委員お願いいたします。 

本日、20 番西委員がご欠席のため、整理番号４３番、図面番号１番につ

きまして事務局よりご報告いたします。本申請は、不動産業者が１０区画

の宅地造成を行うものです。申請地は２カ所に分かれておりますが、いず

れも用途地域内の農地となっています。先ほど現地確認委員さんからのお

話にありましたとおり、申請地に接する田んぼとの間にはＬ型擁壁を設置

するとともに、雨水につきましては新設する道路側溝に流入させるため、

周辺の営農に支障が生じるおそれがないと認められることから、転用申請

の内容については特に問題がないというふうに西委員さんから伺ってお

ります。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

次に、整理番号４５番を、15番宮田委員お願いいたします。 

15 番宮田です。今現地確認委員の方からご報告があったとおりで、問題

はないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、整理番号４３番および４５番に対するご意見をお伺いいたしま

す。ご意見ございませんでしょうか。 

ご意見が無いようですので、お諮りいたします。議案第５２号の整理番号

４３番および４５番は許可相当と認め、意見決定してよろしいでしょう

か。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。議案第５２号「農地法第５条の規定による許可申請

の意見審議について」の整理番号４３番および４５番は、許可相当と認め、

意見決定いたしました。 

次に、整理番号４４番の審議に移ります。 

本議案はＢ委員関連の申請ですので、Ｂ委員は退席をお願いいたします。 

 

（Ｂ委員退室） 
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田中愼委員 

議 長 

 

それでは、整理番号４４番について事務局の説明を求めます。 

 

＜事務局説明＞ 

 

次に、現地確認の報告、及び、地元委員の意見に移ります。 

はじめに、現地確認の報告をお願いいたします。 

 

＜委員報告＞ 

 

続きまして、地元委員のご意見をお伺いいたします。 

整理番号４４番を、23番大川委員お願いいたします。 

23 番の大川です。整理番号４４番に関しましては、現地確認委員の説明

があったとおりでございまして、何ら営農の方にも問題がないということ

で、ご審議よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、整理番号４４番に対するご意見をお伺いいたします。ご意見ご

ざいませんでしょうか。 

14 番の田中です。ここに書いてあるように、農業用の車両基地だけがこ

こに設置されると考えておけばいいんですかね。この図面で言うと、トラ

ックとか職員スペースとか、車関係の駐車場みたいな感じになっているん

ですけど、それだけの施設と考えればいいんですか。 

そういうふうに聞いております。主に従業員の駐車場と農業用の機械、あ

と、米の搬出入の際に大型のトラックが出入りするというところで、市道

に置いておくと狭くて邪魔になってしまうということで、こういう退避場

というか、退避スペースとしての旋回スペースというところを計画してい

るというふうに聞いております。 

この図面で見ると、ちょうど西側のところから法人Ｃさんの作業する場所

というんですかね。大きいトラックがこの西側に出るときに、その道路と

いうのは市道になっているんですかね。 

そうですね、法人Ｃさんと今回の申請地の間の道は市道になっています。 

ということは、この重量、トラックが動いても問題ないと考えればいいで

すか。 

問題ないと思います。今までも法人Ｃさんのところの米の出し入れの際に

はここを通っているというふうに聞いているので、ただここに長時間置い

ておくことができないので。 

分かりました。トラックとかその辺の退避場みたいな感じの場所を新たに

設けるというふうに考えればよろしいですね。 

そうですね、そういう形になっております。 

ありがとうございます。 

ほかにご意見ございませんでしょうか。 
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ご意見が無いようですので、お諮りいたします。議案第５２号の整理番号

４４番は許可相当と認め、意見決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。議案第５２号「農地法第５条の規定による許可申請

の意見審議について」の整理番号４４番は、許可相当と認め、意見決定い

たしました。 

ここで、Ｂ委員の入室を認めます。 

 

（Ｂ委員入室） 

 

次に、議案第５３号「現況証明願について」を議題といたします。事務局

の説明を求めます。 

 

＜事務局説明＞ 

 

次に、現地確認の報告、及び、地元委員の意見に移ります。 

はじめに、現地確認の報告をお願いいたします。 

 

＜委員報告＞ 

 

続きまして、地元委員のご意見をお伺いいたします。 

整理番号３１番を、23番大川委員お願いいたします。 

23 番の大川です。整理番号３１番につきましては、今ほど現地確認委員

の説明のあったとおり、航空写真でも明らかに宅地ということで、非農地

であることが分かります。やむを得ないということで、よろしくお願いし

たいと思います。 

続きまして、整理番号３２番を、14番田中愼一郎委員お願いいたします。 

14 番の田中です。３２番の件に関しましては、住宅の中にあった土地で

ございまして、田んぼではもう全然復旧することも不可能なので、現地確

認委員が報告したように、審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、整理番号３３番を、6番吉田委員お願いいたします。 

6番の吉田です。整理番号３３番ですけど、現地確認委員の報告のとおり、

現在は工場が、工場というか倉庫だったんですけども、それは取り壊して、

宅地としてはそのまま埋めてあるということで、現状には戻ってないとい

うことで、別に問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは本議案に対するご意見をお伺いいたします。ご意見ございません

でしょうか。 

ご意見が無いようですので、お諮りいたします。議案第５３号は原案のと
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議 長 

 

 

 

おり承認してよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。議案第５３号「現況証明願について」は原案のとお

り承認いたしました。 

次に、議案第５４号「非農地証明願について」を議題といたします。事務

局の説明を求めます。 

 

＜事務局説明＞ 

 

次に、現地確認の報告、及び、地元委員の意見に移ります。 

はじめに、現地確認の報告をお願いいたします。 

 

＜委員報告＞ 

 

続きまして、地元委員のご意見をお伺いいたします。 

整理番号３番を、4番塚谷委員お願いいたします。 

4番の塚谷です。ただいま事務局の方から丁寧な説明いただきましたとお

りで、また、写真からも理解していただけると思いますので、よろしくお

願いします。 

それでは本議案に対するご意見をお伺いいたします。ご意見ございません

でしょうか。 

ご意見が無いようですので、お諮りいたします。議案第５４号は原案のと

おり承認してよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。議案第５４号「非農地証明願について」は原案のと

おり承認いたしました。 

次に、議案第５５号「坂井市農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の

変更に係る意見審議について」を議題といたします。農業振興課の説明を

求めます。 

 

＜農業振興課説明＞  

 

それでは本議案に対するご意見をお伺いいたします。ご意見ございません

でしょうか。 

ご意見が無いようでございますので、それではお諮りをいたします。議案

第５５号は原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 
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（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。議案第５５号「坂井市農業振興地域整備計画（農用

地利用計画）の変更に係る意見審議について」は、原案のとおり承認いた

しました。 

以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 

 

（午後３時１７分 議事終了） 

 

 

 

 

 


